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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像部と、
　検査対象の複数の画像データを記録する複数のフォルダの生成に関するフォルダ生成情
報を抽出するための第１のモードにおいて、前記撮像部により撮像して得られた画像を解
析して、前記フォルダ生成情報を抽出する解析部と、
　前記解析部において抽出された前記フォルダ生成情報に基づいて、前記検査対象につい
ての前記複数のフォルダを生成するフォルダ生成部と、
　前記検査対象の前記複数の画像データを記録するための第２のモードにおいて、前記フ
ォルダ生成部により生成された前記複数のフォルダの中の１つのフォルダを、ライブ画像
上に前記複数の画像データを記録するフォルダとして表示する際に、前記表示しているフ
ォルダ内の前記画像データを確認し、前記表示しているフォルダに前記画像データが記録
されているか否かに基づいて、前記表示しているフォルダのフォルダ名の表示形式を変更
する表示制御部と、
を有することを特徴とする内視鏡装置。
【請求項２】
　前記表示制御部は、前記表示しているフォルダに前記画像データが記録されていない場
合、前記表示しているフォルダのフォルダ名を強調表示することを特徴とする請求項１に
記載の内視鏡装置。
【請求項３】
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　前記表示制御部は、前記表示しているフォルダに記録されている前記画像データの数を
、前記表示しているフォルダのフォルダ名に合わせて表示することを特徴とする請求項１
に記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　前記表示制御部は、前記表示しているフォルダに記録されている前記画像データの数を
検索し、前記表示しているフォルダのフォルダ名と合わせて前記画像データの数を表示す
ることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　前記表示制御部は、前記表示しているフォルダに記録すべき前記画像データの数と、前
記表示しているフォルダに記録されている前記画像データの数との差分または分数を、前
記表示しているフォルダのフォルダ名に合わせて表示することを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡装置。
【請求項６】
　前記表示制御部は、所定の操作に応じて、前記複数のフォルダのフォルダツリーを表示
し、かつ、前記複数のフォルダのそれぞれに前記画像データが記録されているか否かに基
づいて、前記フォルダツリーで表示される前記複数のフォルダのフォルダ名の表示形式を
変更することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　前記表示制御部は、所定の操作に応じて、前記複数のフォルダのうち、前記画像データ
が記録されていないフォルダを一覧表示することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装
置。
【請求項８】
　検査対象の複数の画像データを記録する複数のフォルダの生成に関するフォルダ生成情
報を抽出するための第１のモードにおいて、内視鏡装置の撮像部により撮像して得られた
画像を解析して、前記フォルダ生成情報を抽出すること、
　抽出された前記フォルダ生成情報に基づいて、前記検査対象についての前記複数のフォ
ルダを生成すること、
　前記検査対象の前記複数の画像データを記録するための第２のモードにおいて、生成さ
れた前記複数のフォルダの中の１つのフォルダを、ライブ画像上に前記複数の画像データ
を記録するフォルダとして表示する際に、前記表示しているフォルダ内の前記画像データ
を確認し、前記表示しているフォルダに前記画像データが記録されているか否かに基づい
て、前記表示しているフォルダのフォルダ名の表示形式を変更すること、
を含む内視鏡画像記録用フォルダの表示方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡装置及び内視鏡画像記録用フォルダの表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、内視鏡装置は、工業分野及び医療分野において広く利用されている。内視鏡
装置は、観察対象物内に挿入する挿入部と、対象物内を撮像して得られた観察画像である
内視鏡画像を表示する表示部を有する本体部とを備えて構成されたものが一般的である。
内視鏡装置は、工業分野においては、その細長の挿入部をボイラ、タービン、エンジン等
の内部に挿入して、内部の傷や腐食を観察、検査するために使用される。
【０００３】
　内視鏡検査が行われるとき、検査対象内を撮像した複数の内視鏡画像は、検査対象毎に
、かつ例えば検査位置毎に複数のフォルダに記録される。このような複数のフォルダを利
用することによって、検査者は、撮像して得られた内視鏡画像を、検査位置、検査手順等
に従って予め作成された複数のフォルダの対応するフォルダに記録していくことができる
。複数のフォルダの構成、各フォルダの名称は、検査対象毎に異なっている。
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【０００４】
　例えば、特開２００６－３５０９４３号公報には、フォルダ内にあるファイルについて
、印刷を行う対象の複数のファイルのサムネイル表示方法や複数のフォルダにまたがった
印刷対象ファイルについての選択方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－３５０９４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、内視鏡検査が行われるとき、複数のフォルダに検査画像を記録する場合
、フォルダ内に検査画像が記録されていない検査漏れが発生することがある。検査者は、
検査画像が記録された記録媒体等を例えば会社等に持ち帰り、複数のフォルダに検査画像
が記録されているか否かを確認し、検査漏れがないかを確認する。このとき、検査者は、
自身が各フォルダ内を全て参照し、検査画像が記録されているかを確認する必要があり、
フォルダ数が多いと非常に手間がかかっていた。
【０００７】
　ところが、特開２００６－３５０９４３号公報では、複数のフォルダにまたがった印刷
対象ファイルを表示することはできるが、複数のフォルダに画像を記録する際に、画像が
ないフォルダを報知する技術については開示されていない。
【０００８】
　そこで、本発明は、検査画像を保存するフォルダに検査画像があるか否かを報知するこ
とができる内視鏡装置、及び、内視鏡画像記録用フォルダの表示方法を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一態様の内視鏡装置は、撮像部と、検査対象の複数の画像データを記録する複
数のフォルダの生成に関するフォルダ生成情報を抽出するための第１のモードにおいて、
前記撮像部により撮像して得られた画像を解析して、前記フォルダ生成情報を抽出する解
析部と、前記解析部において抽出された前記フォルダ生成情報に基づいて、前記検査対象
についての前記複数のフォルダを生成するフォルダ生成部と、前記検査対象の前記複数の
画像データを記録するための第２のモードにおいて、前記フォルダ生成部により生成され
た前記複数のフォルダの中の１つのフォルダを、ライブ画像上に前記複数の画像データを
記録するフォルダとして表示する際に、前記表示しているフォルダ内の前記画像データを
確認し、前記表示しているフォルダに前記画像データが記録されているか否かに基づいて
、前記表示しているフォルダのフォルダ名の表示形式を変更する表示制御部と、を有する
。
【００１０】
　本発明の一態様の内視鏡画像記録用フォルダの表示方法は、検査対象の複数の画像デー
タを記録する複数のフォルダの生成に関するフォルダ生成情報を抽出するための第１のモ
ードにおいて、内視鏡装置の撮像部により撮像して得られた画像を解析して、前記フォル
ダ生成情報を抽出すること、抽出された前記フォルダ生成情報に基づいて、前記検査対象
についての前記複数のフォルダを生成すること、前記検査対象の前記複数の画像データを
記録するための第２のモードにおいて、生成された前記複数のフォルダの中の１つのフォ
ルダを、ライブ画像上に前記複数の画像データを記録するフォルダとして表示する際に、
前記表示しているフォルダ内の前記画像データを確認し、前記表示しているフォルダに前
記画像データが記録されているか否かに基づいて、前記表示しているフォルダのフォルダ
名の表示形式を変更すること、を含む。
【発明の効果】
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【００１１】
　本発明によれば、検査画像を保存するフォルダに検査画像があるか否かを報知すること
ができる内視鏡装置、及び、内視鏡画像記録用フォルダの表示方法を提供することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態に係わる内視鏡装置１の外観構成図である。
【図２】内視鏡装置１の本体部２の内部の回路構成を説明するためのブロック図である。
【図３】検査対象に対応する複数のフォルダを生成する時の二次元コードが撮影される場
合を説明するための図である。
【図４】内視鏡装置１がフォルダ生成モードを指定されたときの処理の流れの例を示すフ
ローチャートである。
【図５】LCD４に表示された読み取りガイドの例を示す図である。
【図６】確認メッセージの表示例を示す図である。
【図７】エラーメッセージの表示例を示す図である。
【図８】エラーメッセージの他の表示例を示す図である。
【図９】階層構造を有するフォルダの例を説明するための図である。
【図１０】記録先フォルダの変更時の画面表示の遷移を説明するための図である。
【図１１】強調表示の例を説明するための図である。
【図１２】記録先フォルダの変更処理及び強調表示処理の流れの例を示すフローチャート
である。
【図１３】記録先フォルダの変更処理及び強調表示処理の流れの例を示すフローチャート
である。
【図１４】記録先フォルダの変更処理及び強調表示処理の流れの例を示すフローチャート
である。
【図１５】確認メッセージの表示例を示す図である。
【図１６】静止画が表示された状態で、記録先フォルダを表示する場合の画面の例を示す
図である。
【図１７】フォルダ名に合わせて画像ファイル数を表示する場合の画面の例を説明するた
めの図である。
【図１８】フォルダ名に合わせて画像ファイル数を表示する場合の画面の例を説明するた
めの図である。
【図１９】フォルダ名に合わせて記録されている画像ファイル数と必要取得画像ファイル
数とを分数のような形で表示する場合の画面の例を説明するための図である。
【図２０】記録先フォルダ内に画像ファイルが記録されていないことを示すウインドウを
表示する場合の画面の例を説明するための図である。
【図２１】フォルダツリーの一覧を表示する場合の画面の例を説明するための図である。
【図２２】フォルダツリーの一覧にフォルダアイコンを表示する場合の画面の例を説明す
るための図である。
【図２３】画像ファイル無しフォルダの一覧を表示する場合の画面の例を説明するための
図である。
【図２４】検査未完フォルダの一覧を表示する場合の画面の例を説明するための図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００１４】
（全体構成）
　図１は、本実施の形態に係わる内視鏡装置１の外観構成図である。
【００１５】
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　図１に示すように、内視鏡装置１は、メインユニットである本体部２と、本体部２に接
続されるスコープユニット３とを含んで構成される。本体部２は、内視鏡画像、操作メニ
ュー等が表示される表示装置としての液晶パネル（以下、LCDと略す）４を有する。LCD４
は、内視鏡画像を表示する表示部である。後述するように、LCD４にタッチパネル（図２
）が設けられてもよい。スコープユニット３は、操作部５と、操作部５と本体部２とを接
続するユニバーサルケーブル６と、可撓性の挿入チューブからなる挿入部７とを有する。
スコープユニット３は、本体部２に着脱可能となっている。挿入部７の先端部８には、後
述する撮像ユニット（図２）が内蔵されている。撮像ユニットは、撮像素子、例えばCCD
センサやCMOSセンサ等、と、撮像素子の撮像面側に配置されたレンズ等の撮像光学系から
構成される。先端部８の基端側には、湾曲部９が設けられている。先端部８には、光学ア
ダプタ１０が取り付け可能になっている。操作部５には、フリーズボタン、記録指示ボタ
ン（以下、RECボタン）、等の各種操作ボタンが設けられている。
【００１６】
　ユーザは、操作部５の各種操作ボタンを操作して、被写体の撮像、静止画記録等を行う
ことができる。ユーザは、上下左右（U/D/L/R）方向湾曲ボタン５ａを操作して湾曲部９
を所望の方向へ湾曲させることができる。さらに、ユーザは、後述する内視鏡画像の記録
先フォルダの変更をする場合には、操作部５に設けられたジョイスティック５ｂを、上下
左右のいずれかの方向に傾倒させる操作をすることによって、記録先フォルダの選択をす
ることができる。またLCD４にタッチパネルが設けられている構成の場合、ユーザは、タ
ッチパネルを操作して、内視鏡装置１の種々の操作を指示することもできる。すなわち、
タッチパネルは、内視鏡装置１の動作内容を指示する指示部を構成する。
【００１７】
　撮像して得られた内視鏡画像の画像データは、検査対象の検査データであり、記録媒体
であるメモリカード１１に記録される。メモリカード１１は、本体部２に対して着脱可能
となっている。メモリカード１１には、内視鏡画像の画像データを記録するための複数の
フォルダが格納されている。検査対象に対応する複数のフォルダは、後述するように生成
されて、メモリカード１１に格納されている。
【００１８】
　なお、本実施の形態では、複数のフォルダ及び画像データは、本体部２に対して着脱可
能な記録媒体としてメモリカード１１に記録されるが、本体部２に内蔵されたメモリに記
録されるようにしてもよい。
【００１９】
　ユーザは、挿入部７の先端部８を検査対象の検査部位に近付けて、その検査部位を撮影
する。LCD４は、撮影された内視鏡画像を表示する。さらにユーザは、後述するように、
検査時に内視鏡画像を記録するメモリカード１１内のフォルダを確認しながら、かつ必要
であれば、操作部５を操作して、内視鏡画像の記録先フォルダを変更することができる。
【００２０】
（回路構成）
　図２は、内視鏡装置１の本体部２の内部の回路構成を説明するためのブロック図である
。
【００２１】
　本体部２は、中央処理装置（以下、CPUという）２１と、ROM２２と、RAM２３とを含み
、互いにバス２４を介して接続されている。さらに、バス２４には、複数の各種インター
フェース（以下、I/Fという）２５～３１が接続されている。I/F２５は、スコープ３の撮
像ユニット４１への駆動信号の送信と、撮像ユニット４１からの撮像信号の受信を行うた
めの駆動及び受信回路である。I/F２６は、照明部としてのLED４２へ駆動信号を送信する
ための駆動回路である。
【００２２】
　I/F２７は、操作部５からの各種操作信号を受信するための回路である。操作部５から
の各種操作信号には、ジョイスティック５ｂの操作信号が含まれる。LCD４にタッチパネ
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ル３２が設けられている構成の場合、I/F２８は、タッチパネル３２への駆動信号及びタ
ッチパネル３２からの操作信号を受信するための回路として設けられる。I/F２９は、LCD
４への画像信号を供給するための回路である。
【００２３】
　I/F３０は、メモリカード１１への画像信号の書き込みとメモリカード１１からの画像
信号の読み出しを行うための回路である。I/F３０は、本体部２に設けられたコネクタ３
３を介して、メモリカード１１に接続されている。メモリカード１１は、コネクタ３３に
着脱可能に装着される。
【００２４】
　I/F３１は、外部機器であるパーソナルコンピュータ（以下、PCという）４３を、本体
部２に接続するための回路である。PC４３は、図示しないコネクタを介して、本体部２と
接続され、本体部２は、そのコネクタと接続されているI/F３１を介して、PC４３とデー
タのやりとりをすることができる。点線で示すように、PC４３は、CPU４３ａとモニタ４
４を有している。
【００２５】
　本体部２は、内部にバッテリ３４を内蔵しており、バッテリ３４は、本体部２内の各種
回路へ電源を供給する。
【００２６】
　各I/Fは、CPU２１の制御の下で動作する。内視鏡装置１が起動されると、CPU２１は、L
ED４２の駆動指示信号をI/F２６へ出力する。LED４２はI/F２６の出力により駆動されて
、被写体を照明する。そして、CPU２１は、各種駆動信号をI/F２５を介して撮像ユニット
４１へ出力する。撮像ユニット４１は、撮像信号をCPU２１へ出力する。その結果、ライ
ブ画像がLCD４に表示される。
【００２７】
　操作部５は、操作部５に対するユーザによる操作内容を示す各種操作信号をCPU２１へ
供給する。ユーザが、後述するようなフリーズボタンを押すと、CPU２１は、撮像ユニッ
ト４１からの撮像信号に基づいて静止画を生成する。さらにユーザがRECボタンを押すと
、その静止画の画像データは、メモリカード１１に記録される。フリーズによる静止画は
、LCD４に表示されるので、ユーザは、フリーズされた静止画を一旦確認することができ
る。そしてユーザがその静止画を記録する場合は、RECボタンを押す。
【００２８】
　さらに、各種モードに応じた各種プログラムがROM２２に格納されている。検査者であ
るユーザの指示に応じて、CPU２１が指示に対応するプログラムをROM２２から読み出して
実行可能に構成されている。内視鏡装置１は、通常の内視鏡検査を行うときのモードであ
る内視鏡検査モードに加えて、他にもモードを有している。他のモードとして、内視鏡画
像の画像データを格納するためのフォルダ生成モードがある。以下に説明するように、ユ
ーザは、そのフォルダ生成モードを実行させることにより、メモリカード１１内に、検査
対象に対応した複数のフォルダを自動生成することができる。
【００２９】
（フォルダの生成）
　検査対象の名称及び構成は、検査対象毎によって異なっている。例えば、検査対象の名
称及び構成は、航空機エンジンと配管システムとでは異なり、航空機エンジンであっても
、メーカ、機種等によっても異なる。　
【００３０】
　本実施の形態では、内視鏡装置１は、異なる検査対象に適した検査画像用フォルダを、
例えば検査対象を検査する検査現場で生成できるように構成されている。
【００３１】
　本実施の形態では、検査対象の検査画像を格納するための複数のフォルダは、検査対象
に添付された二次元コードを、内視鏡装置１の撮像部である撮像ユニット４１により撮像
することによって生成される。図３は、検査対象に対応する複数のフォルダを生成する時
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の二次元コードが撮影される場合を説明するための図である。
【００３２】
　ユーザは、操作部５の所定のボタン等を操作して、検査対象についての複数のフォルダ
を生成するモードであるフォルダ生成モードに内視鏡装置１を設定する。フォルダ生成モ
ードが設定されると、内視鏡装置１は、フォルダの生成処理を実行する。ユーザは、挿入
部７の先端部８をQRコード（登録商標）TDCに近付け、QRコード（登録商標）TDCを撮像す
る。QRコード（登録商標）TDCは、例えばシール、紙などに印刷され、検査対象の筐体OB
等に貼付されている。QRコード（登録商標）は、検査対象認識情報であり、フォルダ生成
情報を含む。後述するように、QRコード（登録商標）を解析して得られたフォルダ生成情
報に基づいて、検査対象についての複数のフォルダが生成される。
【００３３】
　次に、フォルダの生成処理について説明する。上述したように、内視鏡装置１が有する
複数の動作モードの中に、フォルダ生成モードがある。ユーザは、動作モードを指定する
ことにより、所望の動作モードで内視鏡装置１を実行させることができる。フォルダの生
成処理は、ユーザによってフォルダ生成モードが指定されると実行される。図４は、内視
鏡装置１がフォルダ生成モードを指定されたときの処理の流れの例を示すフローチャート
である。なお、ここでは、説明を簡単にするため、フォルダ生成モードと、通常の内視鏡
検査モードの２つのモードがある場合を示して、フォルダの生成処理を説明する。図４に
示す処理のためのフォルダ生成プログラムは、ROM２２に記憶されている。　
【００３４】
　ユーザが操作部５に対して動作モードを入力すると、CPU２１は、図４の処理を実行す
る。まず、入力された動作モードがフォルダ生成モードであるか否かが判定される（S1）
。
【００３５】
　入力された動作モードがフォルダ生成モード（第1のモード）であるとき(S1:YES)、CPU
２１は、LCD４に読み取りガイドを表示する（S2）。読み取りガイドは、QRコード（登録
商標）を位置させる推奨範囲を示す。
【００３６】
　図５は、LCD４に表示された読み取りガイドの例を示す図である。LCD４の画面４ａ上に
は、検査対象認識情報であるQRコード（登録商標）TDCを適切に撮像するための枠を示す
ガイド２００が表示される。ここでは、ガイド２００は、矩形のQRコード（登録商標）TD
Cの四隅の指標となる４つのL字状の図形から構成されている。QRコード（登録商標）TDC
が４つのL字状の図形で示される範囲内に位置するようにして、QRコード（登録商標）TDC
を撮像することが好ましい。
【００３７】
　S2の処理が、フォルダ生成モード時に、フォルダ生成情報を撮像部により撮像して得る
ためのガイド画像を表示部であるLCD４に表示するガイド画像表示部を構成する。
【００３８】
　なお、本実施の形態では、二次元コードとして、QRコード（登録商標）を採用した例と
して説明しているが、他のコードを採用してもよい。その場合は、採用した他のコードの
形状に合ったガイドが表示される。例えばガイドは、十字マーク、四角マーク等であって
もよい。
【００３９】
　S2の後、CPU２１は、例えば、フリーズボタンを押した後にRECボタンが押されて画像が
記録されたか否かを判定する（S3）。画像が記録されていないときは（S3:NO）、処理は
、S2に戻る。
【００４０】
　画像が記録されたときは（S3:YES）、CPU２１は、記録された画像のガイド２００内に
、二次元コードであるQRコード（登録商標）TDCがあるか否かを判定する（S4）。S4では
、画像処理により、ガイド２００内の画像部分にQRコード（登録商標）が有るか否かを判
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定する。記録された画像は、RAM２３に格納されている。なおS3及びS4においてCPU２１は
、フリーズボタン及びRECボタンの操作を要することなく、ライブ画像でQRコード（登録
商標）の有無を判定してもよい。
【００４１】
　二次元コードすなわちQRコード（登録商標）が記録された画像に含まれている場合（S4
:YES）、CPU２１は、その二次元コードが検査対象に添付されたフォルダ生成用の二次元
コードであるか否かを判定する（S5）。記録された画像に含まれているQRコード（登録商
標）が、フォルダ生成用のQRコード（登録商標）でない場合があるからである。S5では、
画像処理により、記録された画像に含まれているQRコード（登録商標）が、所定の情報を
含むフォルダ生成用のQRコード（登録商標）であるか否かを判定する。フォルダ生成用の
QRコード（登録商標）は、フォルダ生成のための情報を含んでいる。このフォルダ生成の
ための情報の有無を判別することにより、S5の判定を行うことができる。
【００４２】
　フォルダ生成用のQRコード（登録商標）が読み取れた場合（S5:YES）、CPU２１は、読
み取った情報から、その情報に含まれる検査対象に関する対象情報を示す確認メッセージ
を、LCD４の画面４ａ上に表示する（S6）。対象情報として、例えば、最も上位のフォル
ダの名称がLCD４の画面上に表示される。読み取られたQRコード（登録商標）がフォルダ
生成用のQRコード（登録商標）である場合、QRコード（登録商標）に含まれるフォルダ生
成情報には、フォルダの名称が含まれている。例えば、最も上位のフォルダの名称には、
検査対象の名前、型番など、あるいはそれらの略称など、が含まれているので、ユーザは
、検査対象を確認することができる。
【００４３】
　図６は、確認メッセージの表示例を示す図である。LCD４の画面４ａには、ウインドウ
２０１により、所定の確認メッセージが表示される。図６では、「検査対象は、ENGINE1_
SN001」というメッセージ２０２が、ウインドウ２０１内に表示されている。
【００４４】
　さらにウインドウ２０１は、「OK」ボタン２０３と、「キャンセル」ボタン２０４を含
む。ユーザは、操作部５において所定の操作を行うことにより、「OK」ボタン２０３ある
いは「キャンセル」ボタン２０４を選択することができる。なお、図６では、「OK」ボタ
ン２０３が、デフォルトとして選択状態となっているため、「OK」ボタン２０３が「キャ
ンセル」ボタン２０４よりも強調して表示されている。
【００４５】
　ユーザは、検査しようとする検査対象が確認メッセージに示された情報の示す検査対象
と一致する場合は、「OK」ボタン２０３を選択する。しかし、ユーザは、検査しようとす
る検査対象が確認メッセージに示された情報の示す検査対象と一致しない場合は、「キャ
ンセル」ボタン２０４を選択する。
【００４６】
　なお、読み取られた画像が二次元コードでなかった場合（S4:NO）あるいは二次元コー
ドがフォルダ生成用のQRコード（登録商標）でなかった場合（S5:NO）、エラーメッセー
ジを表示し（S7）、処理は、S2に戻る。よって、ユーザは、再度、QRコード（登録商標）
の読み取りを行うことができる。
【００４７】
　図７は、エラーメッセージの表示例を示す図である。LCD４の画面４ａには、ウインド
ウ２０５により、所定のエラーメッセージが表示される。図７では、「検査対象認識情報
を読み取れませんでした」というメッセージ２０６が、ウインドウ２０５内に表示されて
いる。図７のエラーメッセージは、読み取られた画像が二次元コードでない場合に表示さ
れる場合の例である。
【００４８】
　さらにウインドウ２０５は、「OK」ボタン２０７を含む。ユーザは、操作部５において
所定の操作を行うことにより、「OK」ボタン２０７を選択することができる。　
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【００４９】
　ユーザは、検査しようとする検査対象についての検査対象認識情報であるQRコード（登
録商標）が読み取れなかったことを確認して、「OK」ボタン２０７を選択する。
【００５０】
　図８は、エラーメッセージの他の表示例を示す図である。LCD４の画面４ａには、ウイ
ンドウ２０８により、所定のエラーメッセージが表示される。図８では、「検査対象認識
情報が正しくありません」というメッセージ２０９が、ウインドウ２０８内に表示されて
いる。図８のエラーメッセージは、読み取られたQRコード（登録商標）が、フォルダ生成
用のQRコード（登録商標）でない場合に表示される場合の例である。
【００５１】
　よって、S7の処理が、フォルダ生成モード時に、撮像部である撮像ユニット４１により
撮像して得られた画像にフォルダ生成情報が含まれていなかった場合に、表示部であるLC
D４にフォルダ生成情報が含まれていなかったことを示す表示を行う抽出結果表示部を構
成する。
【００５２】
　さらにウインドウ２０８は、「OK」ボタン２１０を含む。ユーザは、操作部５において
所定の操作を行うことにより、「OK」ボタン２１０を選択することができる。　
【００５３】
　S6の処理の後、CPU２１は、図６における「OK」ボタン２０３が選択されたか否かを判
定する（S8）。「OK」ボタン２０３が選択されなかった場合、すなわち「キャンセル」ボ
タン２０４が選択されると（S8:NO）、処理は、S2へ戻る。
【００５４】
　「OK」ボタン２０３が選択されると（S8:YES）、CPU２１は、QRコード（登録商標）を
解析し、フォルダ生成情報を抽出する（S9）。S9の処理が、検査対象の複数の画像データ
を記録する複数のフォルダの生成に関するフォルダ生成情報を抽出するためのフォルダ生
成モードにおいて、撮像部である撮像ユニット４１により撮像して得られた画像を解析し
て、フォルダ生成情報を抽出する解析部を構成する。
【００５５】
　そして、CPU２１は、フォルダ生成情報に基づいてメモリカード１１内に複数のフォル
ダを作成する（S10）。S10の処理が、解析部であるS9の処理において抽出されたフォルダ
生成情報に基づいて、検査対象についての複数のフォルダを生成するフォルダ生成部を構
成する。続いて、CPU４１は、RAM２３にQRコード（登録商標）の画像が格納されている場
合、RAM２３のQRコード（登録商標）の画像データを消去する（S11）。
【００５６】
　以上のように、検査対象の筐体OB等にシール等により貼付された二次元コードを、内視
鏡装置により読み取ることにより、検査対象のフォルダを間違いなく生成することができ
る。　
【００５７】
　また、入力された動作モードがフォルダ生成モード（第1のモード）でないとき(S1:NO)
、CPU２１は、内視鏡検査モード（第２のモード）の処理に移行する（S12）。
【００５８】
　なお、上記の例では、QRコード（登録商標）が正しく読み取られ、かつQRコード（登録
商標）がフォルダ生成用のQRコード（登録商標）である場合に、ユーザの確認のため、確
認メッセージの画面がLCD４の画面４ａに表示される。しかしながら、ユーザの確認なく
、すなわち、S6とS8の処理を行わずに、複数のフォルダが生成されてもよい。
【００５９】
（フォルダ構成）
　フォルダ生成処理により生成されたフォルダ構成について説明する。　
【００６０】
　上述したように、ユーザは、検査対象に添付されたQRコード（登録商標）を、内視鏡装
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置１の挿入部７の撮像ユニット４１により撮像する。そして、メモリカード１１内に、検
査対象についての階層構造を有する複数のフォルダが、内視鏡検査の前に検査の現場で生
成される。生成された各フォルダには、フォルダ名称が付けられている。よって、フォル
ダ生成情報は、生成される複数のフォルダのためのフォルダ名称を含む。
【００６１】
　そして、後述するように、内視鏡検査モードにおいて、ユーザは、スコープ３の撮像ユ
ニット４１で撮像して得られた内視鏡画像を、階層構造を有する複数のフォルダの中の所
望のフォルダに記録することができる。
【００６２】
　図９は、階層構造を有するフォルダの例を説明するための図である。なお、図９は、階
層構造を有するフォルダを説明するために、各フォルダとそのフォルダに含まれるファイ
ルを模式的に表現したもので、ここでは、フォルダが２つの階層すなわち２つのレベルを
有する例を示している。
【００６３】
　図９に示すように、「root」の下には、「ENGINE1_SN001」のフォルダが作成され、「E
NGINE1_SN001」のフォルダの下に、複数の下位フォルダが含まれている。　
【００６４】
　図９では、「HPC_STAGE1_ZONE1_1」と「HPC_STAGE1_ZONE1_2」と「HPC_STAGE1_ZONE2_1
」という３つの下位フォルダが示されている。　
【００６５】
　「ENGINE1_SN001」における「ENGINE1」は、例えば、エンジン名称であり、「SN001」
は、シリアル番号などである。本実施の形態では、エンジン名称とシリアル番号とを組み
合わせた「ENGINE1_SN001」が検査対象情報である。
【００６６】
　「ENGINE1_SN001」のフォルダと、「HPC_STAGE1_ZONE1_1」、「HPC_STAGE1_ZONE1_2」
及び「HPC_STAGE1_ZONE2_1」のフォルダ群とは、互いに階層が異なる。
【００６７】
　すなわち、上述したフォルダ生成処理により、メモリカード１１内に、「root」の下に
、図９に示すような検査対象用のフォルダが自動的に生成される。そして、後述するよう
に、ユーザは、このように予め生成した複数のフォルダの中から任意のフォルダを、内視
鏡画像の記録先フォルダとして選択する。そしてユーザは、選択したフォルダに内視鏡画
像を記録することができる。
【００６８】
　なお、本実施の形態では、QRコード（登録商標）に基づいて生成されたフォルダの階層
は２つであるが、フォルダの階層は３つ以上あってもよい。さらに、図９において点線で
示すように、同階層のフォルダ数も、３つ以上あってもよい。また必ずしもフォルダの階
層は２つ以上である必要はなく、「root」の下に1階層のみのフォルダ構造であってもよ
い。
【００６９】
　図９に示すように、「HPC_STAGE1_ZONE1_1」と「HPC_STAGE1_ZONE1_2」と「HPC_STAGE1
_ZONE2_1」との３つの下位フォルダに、JPEG形式の内視鏡画像が複数記録されていること
が示されている。　
【００７０】
　各フォルダに含まれるファイル名は、上位と下位の階層のフォルダ名に、ファイルマー
クと連番が追加された構成である。すなわち、ファイル名は、「上位フォルダ名_下位フ
ォルダ名_ファイルマーク_連番.jpg」となっている。　
【００７１】
　例えば、上位フォルダの「ENGINE1_SN001」のフォルダ名と下位フォルダの「HPC_STAGE
1_ZONE1_1」のフォルダ名を、記号「_」（アンダーバー）で接続して、さらにファイルマ
ーク「A」と連番「001」を付加して、「ENGINE1_SN001_ HPC_STAGE1_ZONE1_1_A_ 001.jpg
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」というファイル名が生成される。ファイル名の構成については、後で、さらに詳述する
。
【００７２】
（画像記録と画面表示）
　次に、内視鏡装置１が内視鏡検査モードに設定されているときに、撮像して得られた内
視鏡画像の記録先フォルダの変更時の画面表示について説明する。図１０は、記録先フォ
ルダの変更時の画面表示の遷移を説明するための図である。　
【００７３】
　内視鏡装置１の電源がONになると、LCD４の画面上には、通常、撮像ユニット４１によ
り撮像している対象のライブ画像が表示される。ユーザは、画面に表示された検査対象（
図１０では、タービンブレード）のライブ画像を見ながら、検査を行う。
【００７４】
　LCD４の画面４ａには、そのライブ画像と、画像の記録先フォルダ名が表示される。電
源ON後は、記録先フォルダとして、「root」の下の「ENGINE1_SN001￥」が、画面４ａ上
に表示される。
【００７５】
　なお、図１０の画面５２では、画面４ａの左上に、記録先フォルダが「ENGINE1_SN001
」のフォルダであることを示す情報「ENGINE1_SN001￥」が、画面４ａの左上に、表示さ
れているが、その情報の位置は、画面の左上でなくてもよく、例えば、右上でもよい。　
【００７６】
　さらになお、図１０の場合、記録先フォルダを示す情報として、画面５２では、記録先
フォルダのフォルダ名にマーク「￥」を付加しているが、マーク「￥」はなくてもよい。
【００７７】
　さらに、図１０の場合、記録先フォルダを示す情報は記録先フォルダのフォルダ名を含
む情報であるが、ユーザが記録先フォルダを認識して判別できればよい。従って、記録先
フォルダを示す情報は、記録先フォルダのフォルダ名全てを含まなくてもよく、例えば現
在選択されている階層のフォルダ名のみを含むものとしてもよい。
【００７８】
　ユーザは、予め生成された所望のフォルダに静止画を記録したい場合は、ジョイスティ
ック５ｂを操作することによって、ライブ画像がLCD4に表示されている状態でフォルダを
選択することができる。ジョイスティック５ｂを、上（Ｕ）、下（Ｄ）、左（Ｌ）及び右
（Ｒ）のいずれかの方向に傾倒させると、その方向に応じて、階層構造を有する複数のフ
ォルダの中から、フォルダが選択され、記録先フォルダとして設定される。
【００７９】
　図１０は、図９に示すように、「ENGINE1_SN001」のフォルダの下に３つのフォルダが
作成されており、これらのフォルダ群の中から、記録先フォルダを選択する場合の画面遷
移を表す。各階層内における記録先フォルダの表示の順番は、フォルダの作成日時、フォ
ルダ名のアルファベット順等の所定の順番で行われるように予め設定されている。
【００８０】
　図１０に示すように、画面５２の状態から、ジョイスティック５ｂを下に傾倒する（す
なわちＤ方向に傾倒する）と、同階層の他のフォルダはないので、画面は遷移しない。　
【００８１】
　画面５２の状態で、ジョイスティック５ｂを上に傾倒しても（すなわちＵ方向に傾倒す
る）、同階層の他のフォルダはないので、画面は遷移しない。
【００８２】
　また、画面５２の状態で、ジョイスティック５ｂを右に傾倒する（すなわちR方向に傾
倒する）と、下位階層の最初のフォルダ（図９では、一番上のフォルダ）である「HPC_ST
AGE1_ZONE1_1」のフォルダが、記録先フォルダとして選択され、画面は、画面５２から画
面５４に遷移する。
【００８３】
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　さらにまた、画面５４の状態で、ジョイスティック５ｂを左に傾倒する（すなわちL方
向に傾倒する）と、上位階層のフォルダである「ENGINE1_SN001」のフォルダが、記録先
フォルダとして選択され、画面は、画面５４から画面５２に遷移する。
【００８４】
　画面５４の状態から、ジョイスティック５ｂを下に傾倒する（すなわちＤ方向に傾倒す
る）と、同階層の次のフォルダである「HPC_STAGE1_ZONE1_2」のフォルダが、記録先フォ
ルダとして選択され、画面は、画面５４から画面５５に遷移する。
【００８５】
　画面５５の状態で、ジョイスティック５ｂを上に傾倒する（すなわちＵ方向に傾倒する
）と、同階層の前のフォルダである「HPC_STAGE1_ZONE1_1」のフォルダが、記録先フォル
ダとして選択され、画面は、画面５５から画面５４に遷移する。
【００８６】
　画面５５の状態から、ジョイスティック５ｂを下に傾倒する（すなわちＤ方向に傾倒す
る）と、同階層の次のフォルダである「HPC_STAGE1_ZONE2_1」のフォルダが、記録先フォ
ルダとして選択され、画面は、画面５５から画面５６に遷移する。
【００８７】
　また、画面５４の状態で、ジョイスティック５ｂを上に傾倒する（すなわちＵ方向に傾
倒する）と、同階層の最後のフォルダである「HPC_STAGE1_ZONE2_1」のフォルダが、記録
先フォルダとして選択され、画面は、画面５４から画面５６に遷移する。
【００８８】
　また、画面５６の状態で、ジョイスティック５ｂを下に傾倒する（すなわちＤ方向に傾
倒する）と、同階層の最初のフォルダである「HPC_STAGE1_ZONE1_1」のフォルダが、記録
先フォルダとして選択され、画面は、画面５６から画面５４に遷移する。
【００８９】
　さらにまた、画面５５あるいは５６の状態で、ジョイスティック５ｂを左に傾倒する（
すなわちL方向に傾倒する）と、上位階層のフォルダである「ENGINE1_SN001」のフォルダ
が、記録先フォルダとして選択され、画面は、画面５５あるいは５６から画面５２に遷移
する。
【００９０】
　従って、ユーザは、ライブ画像を見ながら、記録先フォルダを確認でき、かつ記録先フ
ォルダの変更を容易に行うことができる。以上のように、LCD４は、内視鏡検査モードに
おいて、複数のフォルダの中から１つのフォルダを表示する表示部を構成する。そして、
ジョイスティック５ｂは、内視鏡検査モードにおいて、表示部であるLCD４に表示されて
いる１つのフォルダを他のフォルダに変更する操作部を構成する。
【００９１】
　なお、図１０の場合、画面５５又は５６から、画面５２に遷移した後に、画面５２の状
態で、ジョイスティック５ｂを右に傾倒する（すなわちR方向に傾倒する）と、下位階層
の最初のフォルダである「HPC_STAGE1_ZONE1_1」のフォルダが、記録先フォルダとして選
択されるように、画面は、画面５２から画面５４に遷移する。しかしながら画面５５又は
５６から画面５２に遷移した後に、画面５２の状態で、ジョイスティック５ｂが右に傾倒
された（すなわちR方向に傾倒された）場合は、図１０において点線DL1で示すように、画
面５５又は５６が表示されるようにしてもよい。そのためには、遷移画面のフォルダデー
タをRAM２３に記憶しておき、遷移してきた前のフォルダを表示するように、CPU２１は、
画面表示を制御する。
【００９２】
　本実施の形態では、現在選択中の階層のフォルダ名のみが画面に表示されているが、例
えばCPU２１が下位の階層のフォルダ名を表示するとき、そのフォルダの上位の階層のフ
ォルダ名を合わせて表示（すなわちフォルダパス名を表示）するようにしてもよい。この
とき、例えば画面５４におけるフォルダ名（フォルダパス名）は、「ENGINE1_SN001¥HPC_
STAGE1_ZONE1_1」となる。
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【００９３】
（強調表示）
　次に、記録先フォルダに検査画像がない場合に、そのフォルダ名を強調表示する処理に
ついて説明する。図１１は、強調表示の例を説明するための図である。
【００９４】
　内視鏡装置１の電源がONになると、LCD４の画面４ａ上には、通常、撮像ユニット４１
により撮像している対象のライブ画像が表示される。LCD４の画面４ａ上、例えば、画面
左上には、記録先フォルダを表示する記録先フォルダ表示領域６０が設けられている。本
体部２がライブ画像を表示中には、画面左上に設けられた記録先フォルダ表示領域６０に
フォルダ名が表示される。なお、記録先フォルダ表示領域６０には、フォルダ名に限定さ
れることなくフォルダパス名が表示されていてもよい。
【００９５】
　このとき、CPU２１は、記録先フォルダ表示領域６０に表示されているフォルダ内のフ
ァイルを確認し、画像ファイルが１つも存在しない場合、フォルダ名を通常の表示とは異
なる表示形式で表示する。通常の表示とは異なる表示形式、すなわち、強調表示は、例え
ば、フォルダ名を赤字、太字、斜体、下線、点滅、または、これらを組み合わせた表示形
式である。図１１の例では、「HPC_STAGE1_ZONE1_1」のフォルダ内に画像ファイルが１つ
も存在しない場合を示しており、フォルダ名が斜体で表示されている。
【００９６】
　これにより、検査者は、フォルダ名の表示が通常の表示とは異なっているため、そのフ
ォルダに画像ファイルが無いことを認識することができる。表示形式も任意に変更可能と
しておけば、検査者は認識しやすい表示形式を選択することができる。
【００９７】
（記録先フォルダの変更処理及び強調表示処理）
　次に、上述した記録先フォルダの変更処理及び強調表示処理について説明する。図１２
、図１３及び図１４は、記録先フォルダの変更処理及び強調表示処理の流れの例を示すフ
ローチャートである。　
【００９８】
　まず、内視鏡装置１の電源がONされると、CPU２１は、各種イニシャル処理の実行後、
上位階層のフォルダである「ENGINE1_SN001」フォルダを、記録先フォルダとして設定す
る（S21）。その設定データは、内視鏡装置１の有する画像記録処理における記録先フォ
ルダの設定データとして、例えばRAM２３の所定の記憶領域に記憶される。
【００９９】
　その後、CPU２１は、撮像ユニット４１からの撮像信号に基づいて、図１０の画面５２
のように、LCD４の画面４ａに、ライブ画像と記録先フォルダ名を表示する（S22）。この
S22の処理が、内視鏡画像が表示部に表示されている状態で、記録先フォルダを示す情報
を表示する記録先フォルダ情報表示部を構成する。
【０１００】
　次に、CPU２１は、ジョイスティック５ｂが右（R）方向に傾倒されたか否かを判定し（
S23）、ジョイスティック５ｂが右（R）方向に傾倒されたときは（S23:YES）、現在の記
録先フォルダに下位フォルダがあるか否かを判定する（S24）。
【０１０１】
　下位フォルダがない場合（S24:NO）、処理は、S29へ進む。下位フォルダがある場合（S
24:YES）、CPU２１は、その下位フォルダの１番目のフォルダを、記録先フォルダとして
設定し、画面４ａ中の記録先フォルダ名の表示を変更する（S25）。記録先フォルダの情
報は、上述したようにRAM２３の所定の記憶領域に記憶されているため、その所定の記憶
領域のデータが、設定すなわち変更されたフォルダのデータで書き換えられる。
【０１０２】
　例えば、「ENGINE1_SN001」フォルダが記録先フォルダである状態で（画面５２）で、
ジョイスティック５ｂが右（R）方向に傾倒されると、下位の階層の１番目のフォルダで
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ある「HPC_STAGE1_ZONE1_1」フォルダが記録先フォルダとして設定される。すなわち、画
面は、画面５２から５４へ遷移する。
【０１０３】
　次に、CPU２１は、設定された記録先フォルダ内に画像ファイルがあるか否かを判定す
る（S26）。設定された記録先フォルダ内に画像ファイルがある場合（S26: YES）、CPU２
１は、記録先フォルダ名を通常表示し（S27）、処理は、S29へ進む。設定された記録先フ
ォルダ内に画像ファイルがない場合（S26: NO）、CPU２１は、記録先フォルダ名を強調表
示し（S28）、処理は、S29へ進む。
【０１０４】
　S23でNOの場合、S24でNOの場合、S27及びS28の処理の後、CPU２１は、ジョイスティッ
ク５ｂが左（L）方向に傾倒されたか否かを判定し（S29）、ジョイスティック５ｂが左（
L）方向に傾倒されたときは（S29:YES）、現在の記録先フォルダの上位フォルダがあるか
否かを判定する（S30）。
【０１０５】
　上位フォルダがない場合（S30:NO）、処理は、S35へ進む。現在の記録先フォルダの上
位フォルダがある場合（S30:YES）、CPU２１は、その上位フォルダを、記録先フォルダと
して設定し、画面４ａ中の記録先フォルダ名の表示を変更する（S31）。
【０１０６】
　なお、「ENGINE1_SN001」フォルダには、上位フォルダないため、画面５２の状態で、
ジョイスティック５ｂが左（L）方向に傾倒されても、CPU２１は、上位フォルダがないと
判定する（S30:NO）。よって、この場合、画面５２は、変化しない。
【０１０７】
　次に、CPU２１は、設定された記録先フォルダ内に画像ファイルがあるか否かを判定す
る（S32）。設定された記録先フォルダ内に画像ファイルがある場合（S32: YES）、CPU２
１は、記録先フォルダ名を通常表示し（S33）、処理は、S35へ進む。設定された記録先フ
ォルダ内に画像ファイルがない場合（S32: NO）、CPU２１は、記録先フォルダ名を強調表
示し（S34）、処理は、S35へ進む。
【０１０８】
　S29でNOの場合、S30でNOの場合、S33及びS34の処理の後、CPU２１は、ジョイスティッ
ク５ｂが下（D）方向に傾倒されたか否かを判定し（S35）、ジョイスティック５ｂが下（
D）方向に傾倒されたときは（S35:YES）、現在の記録先フォルダと同階層のフォルダがあ
るか否かを判定する（S36）。
【０１０９】
　同階層のフォルダがない場合（S36:NO）、処理は、S41へ進む。現在の記録先フォルダ
と同階層のフォルダがある場合（S36:YES）、CPU２１は、その同階層の次のフォルダを、
記録先フォルダとして設定し、画面４ａ中の記録先フォルダ名の表示を変更する（S37）
。
【０１１０】
　例えば、「HPC_STAGE1_ZONE1_1」フォルダが記録先フォルダとして設定されている画面
５４の状態で、ジョイスティック５ｂが下（D）方向に傾倒されると、画面は、画面５４
から、「HPC_STAGE1_ZONE1_2」フォルダを記録先フォルダとして設定する画面５５へ遷移
する。さらに。画面５５の状態で、ジョイスティック５ｂが下（D）方向に傾倒されると
、画面は、画面５５から、「HPC_STAGE1_ZONE2_1」フォルダを記録先フォルダとして設定
する画面５６へ遷移する。さらに。画面５６の状態で、ジョイスティック５ｂが下（D）
方向に傾倒されると、同階層の次のフォルダはないので、同階層の最初のフォルダである
「HPC_STAGE1_ZONE1_1」フォルダが記録先フォルダとして設定される。すなわち、画面は
、画面５６から５４へ遷移する。
【０１１１】
　次に、CPU２１は、設定された記録先フォルダ内に画像ファイルがあるか否かを判定す
る（S38）。設定された記録先フォルダ内に画像ファイルがある場合（S38: YES）、CPU２
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１は、記録先フォルダ名を通常表示し（S39）、処理は、S41へ進む。設定された記録先フ
ォルダ内に画像ファイルがない場合（S38: NO）、CPU２１は、記録先フォルダ名を強調表
示し（S39）、処理は、図１３のS41へ進む。
【０１１２】
　S35でNOの場合、S36でNOの場合、S39及びS40の処理の後、CPU２１は、ジョイスティッ
ク５ｂが上（U）方向に傾倒されたか否かを判定し（S41）、ジョイスティック５ｂが上（
U）方向に傾倒されたときは（S41:YES）、現在の記録先フォルダと同階層のフォルダがあ
るか否かを判定する（S42）。
【０１１３】
　同階層のフォルダがない場合（S42:NO）、処理は、S51へ進む。現在の記録先フォルダ
と同階層のフォルダがある場合（S42:YES）、CPU２１は、その同階層の前のフォルダを、
記録先フォルダとして設定し、画面４ａ中の記録先フォルダ名の表示を変更する（S43）
。
【０１１４】
　例えば、「HPC_STAGE1_ZONE1_2」フォルダが記録先フォルダとして設定されている画面
５５の状態で、ジョイスティック５ｂが上（U）方向に傾倒されると、画面は、画面５５
から、「HPC_STAGE1_ZONE1_1」フォルダを記録先フォルダとして設定する画面５４へ遷移
する。さらに。画面５４の状態で、ジョイスティック５ｂが上（U）方向に傾倒されると
、同階層の前のフォルダはないので、同階層の最後のフォルダである「HPC_STAGE1_ZONE2
_1」フォルダが記録先フォルダとして設定される。すなわち、画面は、画面５４から５６
へ遷移する。
【０１１５】
　次に、CPU２１は、設定された記録先フォルダ内に画像ファイルがあるか否かを判定す
る（S44）。設定された記録先フォルダ内に画像ファイルがある場合（S44: YES）、CPU２
１は、記録先フォルダ名を通常表示し（S45）、処理は、S51へ進む。設定された記録先フ
ォルダ内に画像ファイルがない場合（S44: NO）、CPU２１は、記録先フォルダ名を強調表
示し（S46）、処理は、S51へ進む。
【０１１６】
　以上のS23～S25、S29～S31、S35～S37及びS41～S43の処理は、操作部５の操作に応じて
、記録先フォルダを変更する記録先フォルダ変更部を構成する。具体的には、S23～S25、
S29～S31、S35～S37及びS41～S43の処理は、ライブ画像が表示されている状態で、記録先
フォルダを変更する記録先フォルダ変更部を構成する。
【０１１７】
　また、S26～S28、S32～S34、S38～S40及びS44～S46の処理は、生成された複数のフォル
ダの中の１つのフォルダを、ライブ画像上に複数の画像データを記録するフォルダとして
表示する際に、表示しているフォルダに画像データが記録されているか否かに基づいて、
表示しているフォルダのフォルダ名の表示形式を変更する表示制御部を構成する。
【０１１８】
　図１３に戻り、S41でNOの場合、S42でNOの場合、S45及びS46の処理の後、CPU２１は、
フリーズボタンが押下されたか否かを判定する（図１４，S51）。
【０１１９】
　フリーズボタンが押下されないときは（S51:NO）、処理は、S22に戻る。フリーズボタ
ンが押下された場合（S51:YES）、CPU２１は、RECボタンが押下されたか否かを判定する(
S52)。RECボタンは、フリーズされた画像を記録媒体に記録するための指示を行うボタン
である。なお、フリーズボタンが押下されると、CPU２１は、撮像ユニット４１からの撮
像信号に基づいて静止画を生成し、LCD４に表示する。
【０１２０】
　なお、S51においてフリーズボタンが押下されたとき、ライブ画像が表示されている状
態でのS23～S46と同様に、ライブ画像のフリーズ状態で記録先フォルダを変更する、及び
、記録先フォルダの表示形式を変更することができる構成としてもよい。
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【０１２１】
　RECボタンが押下されない場合は、処理は、S51に戻り、フリーズ状態が続いているか、
言い換えるとフリーズ状態が解除されていないか否かが判定される。フリーズ状態が解除
されていれば（S51:NO）、処理は、S22に戻る。
【０１２２】
　RECボタンが押下されると（S52:YES）、CPU２１は、図１５に示すような所定の確認メ
ッセージを、画面４ａ上に表示する（S53）。　
【０１２３】
　図１５は、確認メッセージの表示例を示す図である。LCD４の画面４ａには、フリーズ
による静止画が表示されており、その画面上に、ウインドウ６１により、所定の確認メッ
セージが表示される。図１５は、画面５４の表示状態で、RECボタンが押下された場合の
表示例であり、「「HPC_STAGE1_ZONE1_1」に記録します。」というメッセージ６２が、ウ
インドウ６１内に表示されている。
【０１２４】
　さらにウインドウ６１は、「OK」ボタン６３と、「キャンセル」ボタン６４とを含む。
ユーザが、操作部５において所定の操作を行うことにより、「OK」ボタン６３あるいは「
キャンセル」ボタン６４を選択することができる。なお、図１５では、「OK」ボタン６３
が、デフォルトとして選択状態となっているため、「OK」ボタン６３が「キャンセル」ボ
タン６４よりも強調して表示されている。
【０１２５】
　ユーザは、フリーズして得た静止画を、確認メッセージに示されたフォルダに記録する
場合は、「OK」ボタン６３を選択する。一方、ユーザは、フリーズして得た静止画を、確
認メッセージに示されたフォルダ以外のフォルダに記録する場合は、「キャンセル」ボタ
ン６４を選択する。
【０１２６】
　S53の後、CPU２１は、「OK」ボタン６３が押下されたか否かを判定し、「OK」ボタン６
３が押下されない場合、すなわち「キャンセル」ボタン６４が押下された場合（S54:NO）
、CPU２１は、ウインドウ６１を画面４ａ上から消去し、処理は、S55へ移行する。
【０１２７】
　画面４ａには、フリーズによる静止画と、現在設定されている記録先フォルダ名が表示
されている。ユーザは、その画面表示状態で、ジョイスティック５ｂを操作して、記録先
フォルダを変更することができる。
【０１２８】
　図１６は、静止画が表示された状態で、記録先フォルダを表示する場合の画面の例を示
す図である。フリーズにより表示された静止画が表示された状態で、ジョイスティック５
ｂを操作すると、その操作に応じて記録先フォルダが変更される。そして、画面４ａにお
いて、記録先フォルダを表示する記録先フォルダ表示領域６０に表示されるフォルダ名だ
けが、ジョイスティック５ｂの操作に応じて、変化する。よって、ユーザは、ジョイステ
ィック５ｂを操作して、所望の記録先フォルダ名を、記録先フォルダ表示領域６０に表示
させ、記録先フォルダを変更することができる。
【０１２９】
　このとき、S55の処理では、S26～S28、S32～S34、S38～S40及びS44～S46の処理と同様
に、変更された記録先フォルダに画像ファイルがあるか否かを判定し、その判定結果に応
じて変更された記録先フォルダのフォルダ名の表示形式を変更（通常表示または強調表示
）する。
【０１３０】
　S55の処理は、操作部５の操作に応じて、記録先フォルダを変更する記録先フォルダ変
更部を構成すると共に、内視鏡画像がLCD４に表示されている状態で、記録先フォルダを
示す情報を表示する記録先フォルダ情報表示部を構成する。
【０１３１】
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　特に、S55の処理は、内視鏡画像がLCD４に表示されている状態で記録先フォルダを変更
することができる記録先フォルダ変更部を構成する。
【０１３２】
　以上のように、S54でNOの場合、CPU２１は、ジョイスティック５ｂの上下左右方向の傾
倒操作に応じて、図１０で示したように記録先フォルダが変更され、ユーザは、記録先フ
ォルダとして、所望のフォルダを選択して、画面４ａ中の記録先フォルダ名の表示を変更
する（S55）。
【０１３３】
　CPU２１は、記録先フォルダが変更された状態で、再びRECボタンが押下されたか否かを
判定する（S56）。RECボタンが押下されないと（S56:NO）、処理は、S55へ戻る。　
【０１３４】
　S56でRECボタンが押下されると（S56:YES）、処理は、S53へ移行し、CPU２１は、記録
先フォルダの確認のための所定のメッセージを表示する（S53）。
【０１３５】
　記録先フォルダが確認されると（S54:YES）、ファイルマークの設定処理が行われる（S
57）。ファイルマークは、記録されるファイル名に付加される、識別記号として機能する
所定のマークである。　
【０１３６】
　ファイルマークは、記録された画像がどのような画像であるかを示すために、ユーザが
任意に付加するものである。例えば、画像を、「問題無し（Accept）」、「要交換（Reje
ct）」、「要補修（Repair）」、「要再検査（Re-Inspect）」の種類に分けるために、フ
ァイル名に、ファイルマークが付加される。すなわち、ファイルマークは、検査者である
ユーザが内視鏡画像を見てその内視鏡画像に付与する検査結果情報である。さらに、「無
」の種類がある。「無」は、ファイルマーク無し（すなわちファイルマークは付けられな
い）の意である。よって、ファイルマークの付加は、ユーザの任意である。
【０１３７】
　その後、CPU２１は、選択あるいは設定された記録先フォルダに、画像を記録する（S58
）。S58では、メモリカード１１内に予め作成された複数のフォルダの中から、内視鏡画
像の記録先として設定された記録先フォルダに、内視鏡画像が記録される。すなわち、S5
8の処理は、検査対象の複数の画像データを記録するための内視鏡検査モードにおいて、
撮像部である撮像ユニット４１により撮像して得られた検査対象の各画像データを、フォ
ルダ生成部により生成された複数のフォルダの中の１つのフォルダに記録する検査画像記
録部を構成する。
【０１３８】
　さらにまた、S58では、内視鏡画像のファイル名に、S57で設定されたファイルマークを
付加して、記録先フォルダにその内視鏡画像が記録される。　
【０１３９】
　そして、CPU２１は、終了指示がされたか否かを判定し（S59）、終了指示がされたとき
は（S59:YES）、処理は終了し、終了指示がされなければ（S59:NO）、処理は、S22に移行
する。
【０１４０】
　なお、上述した実施の形態では、ジョイスティックは、左右方向の第１の方向と、左右
方向に直交する上下方向の第２の方向とに操作可能な操作部であり、記録先フォルダの変
更は、左右方向の操作に応じて、階層構造の上下方向の階層移動により記録先フォルダを
変更し、上下方向の操作に応じて、階層構造の同階層内の移動により記録先フォルダを変
更する。よって、フォルダの階層構造のイメージに対応したジョイスティックの操作によ
り、ユーザは、画面の遷移を行うことができるので、操作性がよい。
【０１４１】
　さらになお、記録先フォルダを変更するための操作部は、ジョイスティックに代えて、
所謂、十字キー、上下左右キー、フォルダ変更時に機能が割り当てられるボタン等でもよ
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い。さらに、操作部は、画面上に表示された、ソフトウエアで生成された十字キー、上下
左右キー等でもよい。
【０１４２】
　また、上述した実施の形態では、ジョイスティック５ｂは、記録先フォルダの変更ある
いは選択のための専用のジョイスティックであるが、湾曲動作に使用する上下左右（U/D/
L/R）方向湾曲ボタン５ａを、モード切替の下で、記録先フォルダ選択のための操作器と
して用いるようにしてもよい。
【０１４３】
　さらにまた、上述した実施の形態では、ライブ画像が表示されているときに、記録先フ
ォルダを示す情報が表示されているが、フリーズボタンが押された場合にだけ、記録先フ
ォルダを示す情報を表示するようにしてもよい。　
【０１４４】
　図１０に示したように、ユーザは、内視鏡画像を記録するときに記録先フォルダを確認
でき、かつ記録先フォルダを容易に変更することができる。
【０１４５】
　さらに、図１０、図１５あるいは図１６等に示した画面には、フォルダ名が表示される
が、本実施の形態では、フォルダ名中の検査目的の文字列は、数字であるため、ユーザが
その数字の意味することを確認したい場合がある。そこで、例えば、図１０等の画面表示
状態において、ユーザがカーソルを、検査目的を示す文字列に重ねたり、あるいは所定の
操作を行うと、その数字の意味する内容を、ウインドウに表示するようにしてもよい。例
えば、図１５において、フォルダ名「HPC_STAGE1_ZONE1_1」の最も下位の「1」の位置に
カーソルを移動すると、「Cracks」という文字列が表示される。よって、検査者であるユ
ーザは、現在の検査目的を確認したり、あるいは保存先のフォルダが正しい保存先のフォ
ルダであるかを、容易に確認することが可能となる。
【０１４６】
　以上のように、本実施の形態によれば、検査対象に添付されたQRコード（登録商標）な
どのコードから、検査対象に応じて内視鏡検査において撮像して得られた内視鏡画像を格
納するための適切な複数のフォルダを適切に生成することができる。そして、ライブ画像
を表示するときに、その生成されたフォルダに画像ファイルが記録されていない場合、そ
のフォルダのフォルダ名の表示形式を変更することができる。
【０１４７】
　よって、本実施の形態の内視鏡装置によれば、検査画像を保存するフォルダに検査画像
があるか否かを報知することができる。
【０１４８】
（変形例１）
　CPU２１は、画面４ａの記録先フォルダ表示領域６０に記録先フォルダのフォルダ名を
表示する際に、そのフォルダ内に記録されている画像ファイル数を検索し、フォルダ名と
合わせて画像ファイル数を表示する。
【０１４９】
　図１７及び図１８は、フォルダ名に合わせて画像ファイル数を表示する場合の画面の例
を説明するための図である。
【０１５０】
　CPU２１は、記録先フォルダ表示領域６０にフォルダ名「HPC_STAGE1_ZONE1_1」を表示
する際に、そのフォルダ内に記録されている画像ファイル数を検索する。CPU２１は、「H
PC_STAGE1_ZONE1_1」のフォルダ内に画像ファイルが例えば３枚記録されている場合、図
１７に示すように、フォルダ名「HPC_STAGE1_ZONE1_1」に合わせて、記録されている画像
ファイル数の「（３枚）」を記録先フォルダ表示領域６０に表示する。
【０１５１】
　一方、CPU２１は、「HPC_STAGE1_ZONE1_1」のフォルダ内に画像ファイルが記録されて
いない場合、図１８に示すように、フォルダ名「HPC_STAGE1_ZONE1_1」に合わせて、画像
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ファイルが記録されていないことを示す「（画像無し）」を記録先フォルダ表示領域６０
に表示する。なお、CPU２１は、画像ファイルが記録されていない場合、「（画像無し）
」に替えて「（０枚）」と表示してもよい。これにより、ユーザは、そのフォルダに画像
ファイルが無いことを容易に認識することができる。
【０１５２】
　また、CPU２１は、記録先フォルダ表示領域６０に、必要取得画像ファイル数を表示し
ておき、記録されている画像ファイル数と必要取得画像ファイル数との差分情報を表示し
たり、記録されている画像ファイル数と必要取得画像ファイル数とを分数のような形で表
示してもよい。
【０１５３】
　図１９は、フォルダ名に合わせて記録されている画像ファイル数と必要取得画像ファイ
ル数とを分数のような形で表示する場合の画面の例を説明するための図である。
【０１５４】
　例えば、「HPC_STAGE1_ZONE1_1」のフォルダに必要な必要取得画像ファイル数が５枚で
あり、現在、「HPC_STAGE1_ZONE1_1」のフォルダに画像ファイルが３枚記録されている場
合、CPU２１は、図１９に示すように、フォルダ名「HPC_STAGE1_ZONE1_1」に合わせて、
記録されている画像ファイル数と必要取得画像ファイル数との分数である「（３／５）」
を記録先フォルダ表示領域６０に表示する。なお、必要取得画像ファイル数の情報は、各
フォルダや親フォルダに予め環境ファイルを持たせておき、CPU２１がその環境ファイル
を参照することで取得するようにする。
【０１５５】
　このように、記録されている画像ファイル数と必要取得画像ファイル数とを分数のよう
な形で表示することで、例えば、画像ファイルが５枚必要なのに３枚しか記録されていな
いという検査漏れを防ぐことができる。
【０１５６】
　さらに、CPU２１は、記録先フォルダ内に画像ファイルが記録されていない場合、その
フォルダに画像ファイルが記録されていないことを示すウインドウ（ポップアップウイン
ドウ）を表示する。
【０１５７】
　図２０は、記録先フォルダ内に画像ファイルが記録されていないことを示すウインドウ
を表示する場合の画面の例を説明するための図である。
【０１５８】
　例えば、「HPC_STAGE1_ZONE1_1」のフォルダに画像ファイルが記録されていない場合、
CPU２１は、図２０に示すように、画面４ａ上にウインドウ６５を表示する。このウイン
ドウ６５内には、「HPC_STAGE1_ZONE1_1」が画像無しフォルダであることを示すメッセー
ジが表示される。これにより、ユーザは、そのフォルダに画像ファイルが無いことを容易
に認識することができる。また、「HPC_STAGE1_ZONE1_1」の下位のフォルダに画像ファイ
ルが記録されていない場合、CPU２１は、画像ファイルが記録されていない下位のフォル
ダのフォルダ名をウインドウ６５に表示するようにしてもよい。
【０１５９】
（変形例２）
　CPU２１は、ユーザが操作部５を用いてフォルダツリーの一覧表示のメニュー選択を行
ったり、操作部５に設けられた図示しない所定のボタン押下を行うと、そのユーザの指示
に応じて、フォルダツリーの一覧をLCD４の画面に表示する。
【０１６０】
　図２１は、フォルダツリーの一覧を表示する場合の画面の例を説明するための図である
。
【０１６１】
　CPU２１は、ユーザにより例えばフォルダツリーの一覧表示のメニュー選択が行われる
と、図２１に示すフォルダツリーの一覧を表示し、そのフォルダツリーの一覧を表示する
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際に、画像ファイルが記録されていないフォルダを検索する。そして、CPU２１は、画像
ファイルが記録されていないフォルダのフォルダ名を通常とは異なる表示形式で表示する
。なお、CPU２１は、画像ファイルが記録されていないフォルダが複数存在する場合、そ
れら全てのフォルダ名を通常とは異なる表示形式で表示する。通常の表示とは異なる表示
形式、すなわち、強調表示は、上述した実施の形態と同様であり、例えば、フォルダ名を
赤字、太字、斜体、下線、点滅、または、これらを組み合わせた表示形式である。
【０１６２】
　図２１は、「HPC_STAGE1_ZONE1_2」のフォルダに画像ファイルが記録されていない例で
あり、四角破線７０で示す「HPC_STAGE1_ZONE1_2」のフォルダ名が斜体で示されている。
【０１６３】
　このように、CPU２１がユーザの指示に応じてフォルダツリーの一覧表示を行うことで
、ユーザは、フォルダツリーの全体構成内で画像ファイルが記録されていないフォルダを
認識することができるため、どの検査位置（あるいは部位）を検査していなか等、全体の
状況を把握しやすくなる。
【０１６４】
　なお、フォルダツリーの一覧表示は、ユーザの指示に応じて表示することに限定される
ことなく、例えば、本体部２の電源投入時に自動的に表示するようにしてもよい。これに
より、ユーザは、前回の検査がどこまで終了したか、どこから検査を開始する（再開する
）か、あるいは、検査漏れがあるフォルダ（すなわち、画像が保存されていないフォルダ
）を認識することができる。
【０１６５】
　また、フォルダツリーの一覧表示は、本体部２の電源遮断時やメモリカード１１が本体
部２から取り外された時に自動的に表示するようにしてもよい。これにより、ユーザは、
検査を終了する前に、検査漏れがあるフォルダ（すなわち、画像が保存されていないフォ
ルダ）を認識することができる。なお、本体部２の電源投入時や電源遮断時にフォルダツ
リーの一覧表示を自動的に表示する場合、ユーザの設定によりフォルダツリーの一覧表示
を行わないことも可能である。
【０１６６】
　さらにまた、画像ファイルが記録されていないフォルダのフォルダ名の表示形式を変更
することに限定されるものではない。例えば、変形例１と同様に、フォルダ名に合わせて
、記録されている画像ファイル数、記録されている画像ファイル数と必要取得画像ファイ
ル数との差分情報、あるいは、記録されている画像ファイル数と必要取得画像ファイル数
とを分数のような形で表示してもよい。この場合、例えば、フォルダツリーの一覧にフォ
ルダアイコンを表示し、そのフォルダアイコン内に画像ファイル数等の数値を表示するよ
うにする。
【０１６７】
　図２２は、フォルダツリーの一覧にフォルダアイコンを表示する場合の画面の例を説明
するための図である。
【０１６８】
　図２２に示すように、CPU２１は、「ENGINE1_SN001」、「HPC_STAGE1_ZONE1_1」、「HP
C_STAGE1_ZONE1_2」、及び、「HPC_STAGE1_ZONE2_1」のフォルダ名の前に、フォルダアイ
コン７１ａ、７１ｂ、７１ｃ、７１ｄを表示する。そして、CPU２１は、各フォルダに記
録されている画像ファイル数等の数値をフォルダアイコン７１ａ～７１ｄに表示する。な
お、フォルダアイコン７１ａには、数値を表示していないが、例えば、下位のフォルダに
記録されている画像ファイル数等の数値を表示するようにしてもよい。
【０１６９】
　フォルダアイコン７１ｂは、記録されている画像ファイル数が表示されている例であり
、「HPC_STAGE1_ZONE1_1」のフォルダに画像ファイルが３枚記録されていることを示して
いる。また、フォルダアイコン７１ｃは、記録されている画像ファイル数と必要取得画像
ファイル数とを分数のような形で表示されている例であり、「HPC_STAGE1_ZONE1_2」のフ
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ォルダに記録されている画像ファイル数が０枚であり、必要取得画像ファイル数が５枚で
あることを示している。
【０１７０】
　さらに、フォルダアイコン７１ｄは、記録されている画像ファイル数と必要取得画像フ
ァイル数との差分情報が表示されている例であり、「HPC_STAGE1_ZONE2_1」のフォルダに
記録されている画像ファイル数と必要取得画像ファイル数との差分が－２枚であり、必要
取得画像ファイル数が５枚であることを示している。すなわち、「HPC_STAGE1_ZONE2_1」
のフォルダに記録されている画像ファイル数が３枚で、必要取得画像ファイル数が５枚で
あることを示している。
【０１７１】
　これにより、ユーザは、フォルダツリーの全体構成内で、検査漏れやそのフォルダに画
像ファイルが無いことを容易に認識することができる。
【０１７２】
（変形例３）
　CPU２１は、ユーザが操作部５を用いて画像ファイル無しフォルダの一覧表示のメニュ
ー選択を行ったり、操作部５に設けられた図示しない所定のボタン押下を行うと、そのユ
ーザの指示に応じて、画像ファイル無しフォルダの一覧をLCD４の画面に表示する。
【０１７３】
　図２３は、画像ファイル無しフォルダの一覧を表示する場合の画面の例を説明するため
の図である。
【０１７４】
　CPU２１は、ユーザにより例えば画像ファイル無しフォルダの一覧表示のメニュー選択
が行われると、画像ファイルが記録されていないフォルダを検索し、図２３に示すように
、画像ファイルが記録されていないフォルダ（画像ファイル無しフォルダ）のフォルダ名
をリスト化し、そのフォルダ名の一覧をウインドウ８１に表示する。
【０１７５】
　また、画像ファイルが記録されていないフォルダのフォルダ名の一覧が表示されたウイ
ンドウ８１には、フォルダを選択するためのフォルダ選択部８２が設けられている。この
フォルダ選択部８２は、操作部５の操作により、移動可能である。図２３では、「HPC_ST
AGE1_ZONE1_2」のフォルダが選択されている状態を示している。この状態でユーザが操作
部５の図示しないボタンを押下すると、選択しているフォルダに直接移動することができ
る。すなわち、選択しているフォルダに画像を記録することができる状態となる。
【０１７６】
　このように、画像ファイルが記録されていないフォルダのフォルダ名のみをウインドウ
８１により一覧で表示することで、ユーザは、画像ファイルが記録されていないフォルダ
のみを確認したい場合に有効となる。すなわち、変形例２のフォルダツリーの一覧（図２
２及び図２３）では、フォルダツリーが複雑で表示しにくい場合、例えば、画面をスクロ
ールしないとフォルダツリーの全体が表示できない場合がある。これに対し、変形例３で
は、ユーザは、画像ファイルが記録されていないフォルダのみを容易に認識することがで
きるようになる。
【０１７７】
　なお、フォルダに画像ファイルが記録されている場合でも、必要取得画像ファイル数に
達していない検査が未完のフォルダが存在する場合がある。そこで、CPU２１は、画像フ
ァイル無しフォルダの一覧に替わり、検査未完フォルダの一覧を表示するようにしてもよ
い。
【０１７８】
　図２４は、検査未完フォルダの一覧を表示する場合の画面の例を説明するための図であ
る。
【０１７９】
　CPU２１は、ユーザにより例えば検査未完フォルダの一覧表示のメニュー選択が行われ
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ると、記録されている画像ファイル数が必要取得画像ファイル数に達していない検査が未
完のフォルダを検索し、図２４に示すように、検査が未完のフォルダ（検査未完フォルダ
）のフォルダ名をリスト化し、そのフォルダ名の一覧をウインドウ８３に表示する。この
とき、CPU２１は、検査が未完のフォルダに合わせて、録されている画像ファイル数と必
要取得画像ファイル数とを分数のような形で表示する。なお、上述したように、記録され
ている画像ファイル数と必要取得画像ファイル数との差分情報を表示してもよい。
【０１８０】
　例えば、「HPC_STAGE1_ZONE3_1」のフォルダには、画像ファイルが１枚記録されており
、必要取得画像ファイル数が３枚であることを示している。ユーザは、フォルダ選択部８
２で「HPC_STAGE1_ZONE3_1」のフォルダを選択することで、そのフォルダに直接移動する
ことができる。そして、ユーザは、必要取得画像ファイル数に不足している２枚の画像フ
ァイルを記録することで、そのフォルダに対応する検査位置の検査を完了することができ
る。
【０１８１】
　なお、上述した変形例２と同様に、本体部２の電源投入時や電源遮断時に、画像ファイ
ル無しフォルダの一覧であるウインドウ８１または検査未完フォルダの一覧であるウイン
ドウ８３をLCD４の画面に自動的に表示するようにしてもよい。これにより、ユーザは、
前回の検査がどこまで終了したか、どこから検査を開始する（再開する）か、あるいは、
検査を終了する前に、検査漏れがあるフォルダ等を認識することができる。
【０１８２】
　以上のように、上述した実施の形態及び変形例によれば、検査画像を保存するフォルダ
に検査画像があるか否かを、あるいは、検査画像の枚数が必要な検査画像の枚数に達して
いるか否かをユーザに確実に報知することができ、検査漏れを防ぐことができる。
【０１８３】
　なお、本実施の形態における各手順の各ステップは、その性質に反しない限り、実行順
序を変更し、複数同時に実行し、あるいは実行毎に異なった順序で実行してもよい。
【０１８４】
　本発明は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を変えない範
囲において、種々の変更、改変等が可能である。
【符号の説明】
【０１８５】
　１…内視鏡装置、２…本体部、３…スコープユニット、４…LCD、５…操作部、５ａ…
上下左右（U/D/L/R）方向湾曲ボタン、５ｂ…ジョイスティック、６…ユニバーサルケー
ブル、７…挿入部、８…先端部、９…湾曲部、１０…光学アダプタ、１１…メモリカード
、２１…CPU、２２…ROM、２３…RAM、２４…バス、２５～３１…インターフェース、３
４…バッテリ、４１…撮像ユニット、４２…LED、４３…PC、４３ａ…CPU、４４…モニタ
。
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